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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年８月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 沈没 

発生日時 平成２５年２月１２日 １９時２５分ごろ 

発生場所 京浜港東京区の東京西航路 

東京都大田区所在の大井信号所から真方位０６０°９５０ｍ付近 

（概位 北緯３５°３５.１′ 東経１３９°４７.７′） 

事故調査の経過  平成２５年２月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船兼警戒船 第七みなと、１４トン 

２３５－３１７９０神奈川、港興業株式会社 

１１.９８ｍ（Lr）×４.００ｍ×１.８５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、４７８.０８kＷ、昭和５８年２月 

Ｂ 引船 ８しんゆう、５トン未満 

２５０－６６１２神奈川、港興業株式会社 

８.７５ｍ（Lr）×２.４０ｍ×１.０２ｍ、鋼 

ディーゼル機関、２１３.３０kＷ、昭和５４年９月 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ 男性 ３０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１５年３月１７日 

免許証交付日 平成２５年１月２８日 

         （平成３０年３月１６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 全損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、無人のＢ船を船首側に２本、船

尾側に１本の係留索を取って左舷側に横抱きし、約８.０ノットの対

地速力で京浜港東京区の東京西航路を南東進中、船体が動揺した際、

Ｂ船の船首側係船柱に取った係留索が緩んで外れ、Ａ船の船尾側係船

柱に取った係留索により、Ｂ船を横引きする状態となり、平成２５年

２月１２日１９時２５分ごろ、大井信号所から真方位０６０°９５０

ｍ付近において、Ｂ船が、右舷側に大傾斜するとともに、海水が流入

し、船尾側係留索が破断した直後に沈没した。 
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船長Ａは、船舶所有会社（以下「本件会社」という。）に本事故の

発生を知らせ、本件会社から派遣された社員１人と共にＡ船により、

２月１３日から１４日にかけての夜間、灯浮標が設置されたＢ船の沈

没地点で付近を航行する船舶の警戒に当たった。 

Ｂ船は、２月１４日に本件会社の起重機船等によって引き揚げら

れ、定係地に運ばれて陸揚げされた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の中央期、波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 船長Ａは、Ａ船にＢ船を横抱きする際、両船の船首側係船柱に係留

索２本を取ったものの、係留索を係船柱に結ぶと締まって解けなくな

ると思い、Ｂ船の船首側係船柱に直径約２０mm の係留索の端部に作ら

れたアイを掛け、他端をＡ船の係船柱に係止した後、両係船柱の間に

直径約１５mm の別の係留索を１往復させ、端部をＡ船の船首側係船柱

に係止しており、船尾側はＡ船の船尾側係船柱とＢ船のえい
・ ・

航アーチ

中央部の支柱とに直径約１５mm の係留索１本を取って係止していた。 

 Ｂ船の船首側係船柱の頂部は、張り出しの幅が約３０mmであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、京浜港東京区の東京西航路において、Ｂ船を左舷側に横抱

きして南東進中、船体の動揺でＢ船の船首側係船柱に取った係留索が

緩んで外れ、Ａ船の船尾側係船柱に取った係留索により、Ｂ船を横引

きする状態となったことから、Ｂ船が、右舷側に傾斜するとともに、

海水が流入して沈没したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が、京浜港東京区の東京西航路において、Ｂ

船を左舷側に横抱きして南東進中、船体の動揺でＢ船の船首側係船柱

に取った係留索が緩んで外れ、Ａ船の船尾側係船柱に取った係留索に

より、Ｂ船を横引きする状態となったため、Ｂ船が、右舷側に傾斜す

るとともに、海水が流入して沈没したことにより発生したものと考え

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・他船を横抱きする際は、係留索が係船柱から外れないようにしっ

かり係止すること。 

 


